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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一局と、複数の第二局と、第二局から第一局へのデータ送信用のランダム・アクセス
・チャネルとを有する無線通信システムであって、
　前記第一局は、
　ページング・インジケータ・チャネル若しくはアクイジッション・インジケータ・チャ
ネル内の不使用ビット中において、該チャネルと同じチャネライゼーション・コードを用
いて、ランダム・アクセス・チャネル・リソースの利用可能状況を示すランダム・アクセ
ス・チャネル・ステータス・メッセージを送信する手段を有し、
　前記第二局は、
　前記ステータス・メッセージを受信する手段と、
　前記メッセージの内容を用いてどのランダム・アクセス・チャネル・リソースをリクエ
ストするかを特定する手段とを有する無線通信システム。
【請求項２】
　第二局から第一局へのデータ送信用のランダム・アクセス・チャネルを有する無線通信
システムにおいて用いられる第一局であって、
　ページング・インジケータ・チャネル若しくはアクイジッション・インジケータ・チャ
ネル内の不使用ビット中において、該チャネルと同じチャネライゼーション・コードを用
いて、ランダム・アクセス・チャネル・リソースの利用可能状況を示すランダム・アクセ
ス・チャネル・ステータス・メッセージを送信する手段が具備された第一局。
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【請求項３】
　請求項２記載の第一局であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージを３ビット・ワードとし
て生成する手段が具備されたことを特徴とする第一局。
【請求項４】
　請求項３記載の第一局であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージを４倍の繰り返しコーデ
ィングを用いてエンコードする手段が具備されたことを特徴とする第一局。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか一記載の第一局であって、
　第二局からのリソース要求に応じてランダム・アクセス・チャネルにビットレートを動
的に割り当てる手段が具備されたことを特徴とする第一局。
【請求項６】
　第一局へのデータ送信用のランダム・アクセス・チャネルを有する無線通信システムに
おいて用いられる第二局であって、
　ページング・インジケータ・チャネル若しくはアクイジッション・インジケータ・チャ
ネル内の不使用ビット中において、該チャネルと同じチャネライゼーション・コードを用
いて、前記第一局によって送信されたランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッ
セージを受信する手段と、
　前記メッセージの内容を用いてどのランダム・アクセス・チャネル・リソースをリクエ
ストするかを特定する手段とが具備された第二局。
【請求項７】
　第二局から第一局へのデータ送信用のランダム・アクセス・チャネルを有する無線通信
システムを作動させる方法であって、
　前記第一局が、
　ページング・インジケータ・チャネル若しくはアクイジッション・インジケータ・チャ
ネル内の不使用ビット中において、該チャネルと同じチャネライゼーション・コードを用
いて、ランダム・アクセス・チャネル・リソースの利用可能状況を示すランダム・アクセ
ス・チャネル・ステータス・メッセージを送信し、
　前記第二局が、
　前記ステータス・メッセージを受信し、
　前記メッセージの内容を用いてどのランダム・アクセス・チャネル・リソースをリクエ
ストするかを特定することを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７記載の方法であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージは規則的にブロードキャ
ストされることを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項７又は８記載の方法であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージは、いずれのランダム・
アクセス・チャネルが空いているかを示すことを特徴とする方法。
【請求項１０】
　請求項７又は８記載の方法であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージは、該ランダム・アクセ
ス・チャネルにおいていずれのビットレートが使用可能かを示すことを特徴とする方法。
【請求項１１】
　請求項７又は８記載の方法であって、
　前記ランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージは、該ランダム・アクセ
ス・チャネルにおいて使用可能な最大ビットレートを示すことを特徴とする方法。
【請求項１２】
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　請求項７乃至１１のいずれか一記載の方法であって、
　前記第一局は、第二局からのリソース要求に応じてランダム・アクセス・チャネルにビ
ットレートを動的に割り当てることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　　（技術分野）
　本発明は、第二局から第一局へのデータ伝送用ランダム・アクセス・チャネルを有する
無線通信システムに関し、特に上記システムにおいて用いられる第一及び第二局と、上記
システムの作動方法とに関する。本明細書は、特に新たなユニバーサル・モバイル・テレ
コミュニケーション・システム（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｏｂｉｌｅ Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎ Ｓｙｓｔｅｍ；ＵＭＴＳ）を参照してシステムの説明をしているが、
説明される技術は他の移動無線システムにおいても等しく適用可能であることは明らかで
ある。本明細書において、ランダム・アクセス・チャネルという語は、ランダム・アクセ
ス伝送が行われる論理チャネルを指し、通常は複数の独立した物理チャネルから成る。
【０００２】
　　（背景技術）
　ランダム・アクセス・チャネルは、無線通信システムの一般的な要素であり、移動局が
基地局に短いメッセージを送るのを可能にする。例えば、移動局に電源が入れたられた時
に基地局に信号を送ったり、移動局が呼接続を許可されない時に基地局にデータ・パケッ
トを送信したり、移動局が用いるリソースの割当を基地局にリクエストしたりすることに
用いられる。
【０００３】
　移動局が実際に呼接続がされていない時にしばしば基地局へのデータ・パケットを送信
しなければならないシステムにおいて、標準的なランダム・アクセス・チャネルと同様の
特性を有し、但し移動局から基地局への小さい若しくは中間サイズのパケット伝送用のラ
ンダム・アクセス・パケット・チャネルを設けることは有益である。
【０００４】
　ＵＭＴＳに向けて開発された上記スキームの一実施形態においては、移動局に多数のラ
ンダム・アクセス・パケット・チャネルが用意される。移動局によって送信されたパケッ
ト・チャネルへのアクセス要求は、ランダムに選択されたパケット・チャネルの一に対応
するシグネチャにエンコードされる。チャネルが使用可能であれば、基地局はリクエスト
した移動局にそれを割り当てる。
【０００５】
　シグネチャのランダムな選択によって、移動局は他に使用可能な適当なチャネルが存在
する場合であっても、その選択されたパケット・チャネルへのアクセスを拒否され得る。
この問題は、移動局にとって、干渉の増加や容量ロスと同様の致命的な遅延を生じさせ得
る。
【０００６】
　　（発明の開示）
　本発明の目的は、改善されたスループット及び低減された送信遅延を有するランダム・
アクセス・チャネルを提供することである。
【０００７】
　本発明の第一の態様によれば、第一局と、複数の第二局と、第二局から第一局へのデー
タ送信用のランダム・アクセス・チャネルとを有する無線通信システムであって、前記第
一局は、ランダム・アクセス・チャネル・リソースの利用可能状況を示すランダム・アク
セス・チャネル・ステータス・メッセージを送信する手段を有し、前記第二局は、前記ス
テータス・メッセージを受信する手段と、前記メッセージの内容を用いてどのランダム・
アクセス・チャネル・リソースをリクエストするかを特定する手段とを有する無線通信シ
ステムが提供される。
【０００８】
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　本発明の第二の態様によれば、第二局から第一局へのデータ送信用のランダム・アクセ
ス・チャネルを有する無線通信システムにおいて用いられる第一局であって、ランダム・
アクセス・チャネル・リソースの利用可能状況を示すランダム・アクセス・チャネル・ス
テータス・メッセージを送信する手段が具備された第一局が提供される。
【０００９】
　本発明の第三の態様によれば、第一局へのデータ送信用のランダム・アクセス・チャネ
ルを有する無線通信システムにおいて用いられる第二局であって、前記第一局によって送
信されたランダム・アクセス・チャネル・ステータス・メッセージを受信する手段と、前
記メッセージの内容を用いてどのランダム・アクセス・チャネル・リソースをリクエスト
するかを特定する手段とが具備された第二局が提供される。
【００１０】
　本発明の第四の態様によれば、第二局から第一局へのデータ送信用のランダム・アクセ
ス・チャネルを有する無線通信システムを作動させる方法であって、前記第一局が、ラン
ダム・アクセス・チャネル・リソースの利用可能状況を示すランダム・アクセス・チャネ
ル・ステータス・メッセージを送信し、前記第二局が、前記ステータス・メッセージを受
信し、前記メッセージの内容を用いてどのランダム・アクセス・チャネル・リソースをリ
クエストするかを特定することを特徴とする方法が提供される。
【００１１】
　　（本発明を実施するための態様）
　ここで、添付図面を参照して、本発明の実施形態を、一例として、説明する。図面にお
いて同じ符番は対応する機能を表すのに用いられている。
【００１２】
　図１において、無線通信システムは、第一局（基地局）１００と、複数の第二局（移動
局）１１０とを有する。基地局１００は、マイクロコントローラ（μＣ）１０２と、アン
テナ手段１０６に接続された通信手段（Ｔｘ／Ｒｘ）１０４と、送信電力レベルを変える
電力制御手段（ＰＣ）１０７と、ＰＳＴＮ若しくは他の適当な網との接続のための接続手
段１０８とを有する。各移動局１１０は、マイクロコントローラ（μＣ）１１２と、アン
テナ手段１１６に接続された通信手段（Ｔｘ／Ｒｘ）１１４と、送信電力レベルを変える
電力制御手段（ＰＣ）１１８とを有する。基地局１００から移動局１１０への通信は、下
り回線チャネル１２２において行われ、移動局１１０から基地局１００への通信は上り回
線チャネル１２４において行われる。
【００１３】
　図２に、周波数分割多重システムにおいて作動するランダム・アクセス・パケット・チ
ャネルの基本的なスキームを示す。図２において、上側が上り回線チャネル１２４であり
、下側が下り回線チャネル１２２である。アクセス段階において、移動局１１０はまずプ
リアンブル（Ｐ）２０２を送信する。プリアンブル２０２は、１６個の使用可能なシグネ
チャ群の中からランダムに選択されたシグネチャによってエンコードされ、特定のアクセ
ス・スロットにおいて、低い電力レベルで送信される。
【００１４】
　シグネチャは、固有のビット・シーケンスによって変調されたスクランブリング・コー
ド及びチャネライゼーション・コードによって特徴付けられる信号である。互いに直交す
るシグネチャ群は、互いに直交する変調用ビット・シーケンス群を定義することによって
得ることができる。従って、異シグネチャ群は、スクランブリング・コード若しくはチャ
ネライゼーション・コード（即ち物理チャネル）を変えることによって、又は、互いに直
交する異ビット・シーケンス群を用いることによって、得ることができる。別の方法とし
て、厳密な直交性は無いが低い相互相関を有するように、より大きいシグネチャ群を定義
する方法もある。本明細書では１６個のシグネチャから成るシグネチャ群について述べる
が、異なるシグネチャ数を有するシグネチャ群を用いる他の実施例も可能である。
【００１５】
　この基本的なスキームにおいて、アクセス・プリアンブル２０２をエンコードするため
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のプリアンブル・シグネチャの選択は、各プリアンブル・シグネチャが数の限られた上り
回線及び下り回線チャネルに対応しているため、移動局１１０によってリクエストされる
物理チャネルを決定する。基地局１００は、プリアンブルを正確に受信及びデコードする
と、プリアンブル・アクノレッジメント（Ａ）２０６を送信する。図２に示す例において
、第一のプリアンブル２０２が送信された後、アクノレッジメント用に割り当てられた（
通常１ｍｓの長さであろう）スロット２０４においてアクノレッジメントが返されていな
い。よって、移動局１１０は、別のプリアンブルをより高い電力レベルで送信する。スロ
ット２０４において、再びアクノレッジメントが受信されなかったため、移動局１１０は
、別のプリアンブル２０２を更に高い電力レベルで送信する。該プリアンブルは基地局１
００によって受信及びデコードされ、基地局１００はアクノレッジメント２０６を送信す
る。これによってアクセス段階は完了する。
【００１６】
　移動局１１０にそのプリアンブル２０２が受信されたことを知らせるだけでなく、アク
ノレッジメント２０６は、正であればリクエストしたチャネルが空いていることを知らせ
、負であればリクエストしたチャネルが拒否されたことを移動局に知らせる。負のアクノ
レッジメント（ＮＡＣＫ）は、基地局１００が（基準信号若しくはパイロット信号に対し
て）シグネチャの位相を反転させることによって表示され得る。別の方法としては、基地
局１００によってアクノレッジメント用に用いられているシグネチャがＮＡＣＫとしても
用いられるようにすることが考えられる。
【００１７】
　基地局１００は、各アクセス・スロットに対してアクノレッジメントを一つだけ送信す
るが、プリアンブル２０２は数多く送信される。選択の一つの基準は、最も高い電力で受
かったプリアンブル２０２を承認するようにすることである。移動局１１０がプリアンブ
ル２０２を送信する際の初期電力レベルは、通常、移動局１１０が開ループ電力制御を用
いることによって決定される。複数のプリアンブル２０２が送信されても、各プリアンブ
ルが異なるシグネチャによってエンコードされていれば、各移動局１１０は、そのプリア
ンブル２０２が正しく受信されたか否かを知ることができる。しかし、複数の移動局１１
０が同じシグネチャを選択し、よってそのプリアンブル２０２が受信されたと信じてしま
う可能性もある。これらの移動局１１０がそれぞれデータの送信を開始すると、衝突を来
たし、いずれのデータも正確に受信されない結果となるであろう。
【００１８】
　これが起きる確率を減らすために、リクエストされたチャネルが空いていることを示す
アクノレッジメント２０６の送信後、競争解決（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｒｅｓｏｌｕｔ
ｉｏｎ）段階が始まる。ここで、基地局１００によって承認されたシグネチャに対応する
シグネチャによってエンコードされたプリアンブル２０２を送信した各移動局１１０は、
更に、競争解決プリアンブル（ｃｏｎｔｅｎｔｉｏｎ ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ ｐｒｅａｍ
ｂｌｅ；ＣＰ）２０８を送信する。このプリアンブル２０８は、１６個の使用可能なシグ
ネチャから成る別のシグネチャ群からランダムに選択されたシグネチャによってエンコー
ドされる。該別のシグネチャ群は、アクセス・プリアンブル２０２に用いられるシグネチ
ャ群と異なる（ビット・シーケンス、スクランブリング・コード、若しくはチャネライゼ
ーション・コードのいずれかが変えられたことによる）シグネチャ群でもよく、アクセス
段階と競争解決段階とで共有されるシグネチャ群であってもよい。次いで、基地局１００
は、例えば最も高い電力で受かった、選択されたプリアンブル２０８に対応する競争解決
アクノレッジメント（ＣＡ）２１０を発行する。アクノレッジメント２１０は、移動局１
１０をデータ送信可能にする。従って、複数の移動局が同じアクセス・プリアンブル２０
２を選択した場合であっても、競争解決プリアンブル２０８も同じものが選択される可能
性は低い。
【００１９】
　この競争解決段階の後、基地局１００は、物理制御チャネル（Ｐｈｙｓｉｃａｌ Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ ＣＨａｎｎｅｌ；ＰＣＣＨ）２１２の送信を開始する。物理制御チャネル２
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１２は、移動局１１０に、必要に応じて送信電力を調整するように指示する電力制御情報
を含む。そして、移動局１１０は、通常はプリアンブル送信に用いられたのと異なる物理
チャネル上の割り当てられたパケット・チャネルを用いて、一若しくは複数のデータ・パ
ケット（ＰＫＴ）２１４を送信する。ＰＣＣＨ２１２は、データ２１４の送信と同時に開
始してもよく、データ送信の前に閉ループ電力制御が確立されるくらい十分に先行して開
始してもよい。
【００２０】
　上記説明した基本スキーム固有の問題は、移動局１１０が、他に使用可能な適当なチャ
ネルが存在し得るにもかかわらず、選択されたプリアンブル・シグネチャに対応するパケ
ット・チャネルへのアクセスを拒否され得ることである。これは、移動局１１０が、チャ
ネルが使えるようになるのを待つのに大幅な時間を費やすという事態を、特にトラフック
負荷が大きい時に、起こりやすくする。
【００２１】
　よって、移動局１１０がどのパケット・チャネル・リソースが空いているかをパケット
を送信することを試みる少しでも前に特定することができれば有益である。更には、適切
なプリアンブル・シグネチャの選択にも役立つ。これが実現され得る一つの既知の方法は
、移動局がシステムの作動を、例えばアクセス・プリアンブル２０２及びアクノレッジメ
ント２０６に傾聴することによって、パケット送信前の長期間モニタすることである。し
かし、これは移動局１１０によって大幅な送信遅延を引き起こし、情報は完全に信頼でき
るものではなくなるかもしれない（なぜなら、移動局１１０はセル内に送信されたプリア
ンブル２０２及びアクノレッジメント２０６のすべてを受信することができないからであ
る）。
【００２２】
　図３に示す本発明に従って改善されたシステムでは、基地局１００は、現在空いている
リソースについて移動局１１０に知らせるためのパケット・チャネル利用可能状況（ａｖ
ａｉｌａｂｉｌｉｔｙ；ＡＶ）メッセージ３０２を繰り返しブロードキャストする。ＡＶ
メッセージ３０２を一フレームにつき１度ブロードキャストすることは、下り回線オーバ
ヘッドと遅延との間の妥当な妥協点である。なぜなら、送信全体での遅延（通常は数フレ
ーム分）はデータ・パケット２１４を送信するために掛かる時間によって決定されるから
である。必要であれば、ＡＶメッセージ３０２は、際立った衝突が起きない程度に頻繁に
ブロードキャストするようにしてもよい。パケット・チャネルを１６個までサポートする
システムは、各チャネルの利用可能状況を個別に表すために、ＡＶメッセージ３０２毎に
１６ビットのステータス情報を必要とする。
【００２３】
　移動局１１０が適当なリソースが使用可能であるという表示を有するまで送信すること
を試みるのを防ぐことによって、干渉は最小化され、移動局１１０は電力を節約できる。
これらの改良は、高負荷状況下でのパケット・チャネル全体のスループットを増やす。
【００２４】
　競争解決の終わりにチャネル割当が実行されるシステムにおいては、更に別の改善点も
可能である。このようなシステムは、我々の同時係属英国特許出願第００００２９３．１
号（我々の参照番号：ＰＨＧＢ０００００３）に開示されている。このようなシステムに
おいては、特定のビットレートが使用可能か否かを表すだけでよい。例えば、利用可能な
ビットレートが６つ（例えば６０、１２０、２４０、４８０、９６０、及び１９２０ｋｂ
ｐｓ）あるとすると、それぞれの利用可能状況を表すためには６ビットが必要となる。
【００２５】
　上記ビットレート群に０ビットレート（０ビットレートは、空いているリソースが無い
ことを表す）を加え、使用可能な最大のビットレートのみをブロードキャストすることに
よって、上記ビット数をより減らすことができる。使用可能な最大のビットレートより下
のビットレートはいずれもサポートされ得ると仮定すると、３ビットのみが必要となる。
【００２６】
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　ＵＭＴＳに沿った実施形態において、このメッセージにとって特に有益な配置は、ペー
ジング・インジケータ・チャネル（ｐａｇｉｎｇ ｉｎｄｉｃａｔｏｒ ｃｈａｎｎｅｌ；
ＰＩＣＨ）の一部とすることである。ページング・インジケータ・チャネルは、移動局１
１０にそれを待つメッセージがあることを知らせるために用いられる。該チャネルは、１
０ｍｓフレーム毎に３００ビットを送信する容量を持っているが、ページング・インジケ
ータ・メッセージには２８８しか要求されない。各フレームの残り１２ビットはＡＶメッ
セージ３０２を送信することに用いられ得る。別の方法として、ＡＶメッセージ３０２が
ページング・メッセージとして送信されることも可能であり、ＰＩＣＨと同じチャネライ
ゼーション・コードを有するがＰＩＣＨにおいて用いられないビットによって空いたスペ
ースを占めるだけである別の物理チャネルにおいて送信されることも可能であり、同様の
特性を有する他のチャネルの一部として送信されることも可能である。
【００２７】
　ＡＶメッセージ３０２がＰＩＣＨの一部として送信されると、ページ・インジケータ・
ビットとＡＶビットとの間の電力オフセットが可能となり、有益である。これは、それぞ
れが異なる適用されるコーディングの繰り返し度合を有することが可能になると同時に、
２つの情報種類に対して異なるＱｏＳ（サービス品質）要求を設定することが可能となる
。３ビットのＡＶメッセージ３０２がＰＩＣＨの不使用ビットにおいて送信された場合、
４倍の繰り返しコーディングを適用することができる。１２ビットより多い要求をするＡ
Ｖメッセージ３０２の形式が選択された場合、メッセージは、例えば２つ以上のフレーム
に分割されてもよい。
【００２８】
　ＵＭＴＳに沿った実施形態においては、アクイジッション・インジケータ・チャネル（
Ａｃｑｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ Ｃｈａｎｎｅｌ；ＡＩＣＨ）の不使用ス
ペースに配置することも可能であり、同チャネルの一部とすることも可能である。このチ
ャネルは、２フレーム（２０ｍｓ）に渡って３００シンボルを送信するが、６０シンボル
は不使用である（４シンボルずつ１５グループ）。よって、ＡＶメッセージ３０２は、（
メッセージにおけるビット数に依存する）適当な繰り返しコーディングを用いて、１若し
くは２フレームに渡って配送され得る。
【００２９】
　ＡＶメッセージ３０２は、規則的に送信されることが好ましい。厳密な規則性が不可能
である状況もあり得る。例えば、ＡＶメッセージ３０２のビット数が所望送信区間におい
て使用可能なビット数のちょうど約数でなかった場合、特別の対策が必要となり得る。不
使用のまま残されるビットがいくつかあるようにしてもよい。ＡＶメッセージ３０２に適
用される繰り返し数を動的に変化させ、ＡＶメッセージの送信間隔を変化させるようにし
てもよい。しかし、この方法では、送信間隔が満たされ得るように、メッセージの部分毎
に異なる繰り返し因数を有することとなり得る。
【００３０】
　基地局１００は、より確実な検知を補助するために、ＡＶメッセージ３０２の電力レベ
ルを移動局１１０に知らせ得る。このような情報は、共通報知チャネル（ｃｏｍｍｏｎ 
ｂｒｏａｄｃａｓｔ ｃｈａｎｎｅｌ；ＢＣＨ）で送信され得る。電力レベルは、共通パ
イロット・チャネル（ｃｏｍｍｏｎ ｐｉｌｏｔ ｃｈａｎｎｅｌ；ＣＰＩＣＨ）などの別
の下り回線チャネルと関連して指定され得る。
【００３１】
　図４は、本発明に係る、基地局１００がＡＶメッセージ３０２をブロードキャストする
方法をまとめたフローチャートである。本方法は、工程４０２において、基地局１００が
ランダム・アクセス・チャネルを可動させる時に開始する。工程４０４において、基地局
１００は、潜在的に使用可能なパケット・チャネルのうちいずれのチャネルが不使用であ
るかを特定する。この情報から、基地局１００は、工程４０６において、ランダム・アク
セス・パケット・チャネルで送信すべきデータを有する移動局１１０に対して使用可能な
ビットレートのうち最も高いビットレートを決定する。次いで、基地局１００は、この情
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程４０４から４１０が、通常各フレームにつき１度、繰り返される。
【００３２】
　本発明に係る方法固有の利点は、基地局１００が、チャネルへのビットレートの割当を
トラフィックの要求に合うように予め割り当てるのではなく、それらがリクエストされた
時のみ割り当てるという柔軟性を有することである。基地局１００は、容量が現在使用可
能であるが該容量が他の目的によって要求され得る場合、ＡＶメッセージ３０２に表され
るビットレートを制限し得る。
【００３３】
　上記述べたように本発明をＦＤＤシステムに適用するのと同様に、本発明は他の種類の
通信システムにおいても適用され得る。例えば、上り回線の送信が下り回線の送信とは異
なるタイムスロットで行われる時分割多重（ＴＤＭＡ）方式においても使用可能である。
【００３４】
　上記述べた実施形態は、パケット送信に関する。しかし、同じ原理はデータ送信用に設
定された回路を有するシステムに対しても等しく適用され得る。
【００３５】
　本開示を読めば、当業者には他の変形例も明らかであろう。そのような変形例は、無線
通信システム及びその構成部品の設計、製造、及び使用において既に知られ、本明細書で
既に説明された機能の代わり若しくは加えて使用され得る機能を含み得る。本願において
請求項は機能の特定の組み合わせに対して作成されたものであるが、本願の開示の範囲は
、いずれの請求項において現在請求されているのと同じ発明であってもなくても、本発明
と同じ技術的課題の一部若しくは全部を緩和するものであってもなくても、明示若しくは
暗示若しくはそれらの一般化によってここに開示された新規な機能若しくは新規な機能の
組み合わせを含み得ることは明らかである。この結果、本願は、上記のような機能、及び
／若しくは、本発明の又はそこから引き出されるあらゆる別の適用の実施中の機能の組み
合わせに対して、新しい請求項を作成し得ることを示している。
【００３６】
　本明細書及び請求項において、要素に先立つ「ａ」若しくは「ａｎ」という語は、その
ような要素が複数個存在する場合を除外しない。更に、「ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ（有する
、含む）」という語は、リストアップされた以外の要素若しくは工程の存在を除外しない
。
【００３７】
　　（産業上の適用性）
　本発明は、例えばＵＭＴＳなどの無線通信システムの範囲に対して適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　無線通信システムの概略ブロック図である。
【図２】　基本的なランダム・アクセス・パケット・チャネル案を図示する図である。
【図３】　パケット・チャネル利用可能状況メッセージを有する強化されたランダム・ア
クセス・パケット・チャネル案を図示する図である。
【図４】　本発明に係る、ランダム・アクセス・パケット・チャネル利用可能状況情報を
ブロードキャストする方法を図示するフローチャートである。
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